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「MASUDA no Hito（ひとが育つまち益田）」ホームページ（通称「ますだのひと」）では、暮らし・
仕事・地域の取組を、それらに関わる人の「想い」と共に紹介しています。ぜひご覧ください。

「MASUDA no Hito（ひとが育つまち益田）」 ホームページをご存じですか？

掲載記事はこちら！

記事紹介 Vol.16

【問い合わせ先】市連携のまちづくり推進課　☎ 31-0600

コンビニという日々多忙な業務の中で、手間と時間をかけてでも
移動販売に取組んでいる理由とは・・・。

 ＃移動販売　＃地域づくり　＃みんなが笑顔で

～「みんなが笑顔で暮らせる１人１人に優しい社会へ」
　　　　　　　　ローソン益田高津店　多田 邦子さん～

12 月 4 日～ 10 日は「人権週間」です
～「誰か」のことじゃない～

　「人権」とは、すべての人が生命と自由を確保し、人が人らしく生きるために、生まれながらにして持つ権
利であり、誰にとっても身近で大切なものとして、違いを認め合う心によって守られています。人権週間を機
に「人権」の尊さについて理解を深め、明るく豊かな住みよい社会を作りましょう。
　松江地方法務局益田支局と益田人権擁護委員協議会では、人権相談をお受けしています。日ごろの生活の
中で受ける「人権問題」、悩みごと、困りごとのある方は、ひとりで悩まずにご相談ください。相談は無料で、
秘密は厳守されますので安心してご相談ください。

部落差別のことを知らなければ、学ばなければ差別はなくなると思っていた。
被差別部落に住んでいなければ、差別を受けることはないと思っていた。でも実際は…
ほんの少し、心を開くだけで豊かな人生になること。相手に寄り添い、相手の心に思いを馳せることで
みえてくるものがあること。自らの生き方を選ぶことができるように、誰もが生まれてきて良かったと
思える社会をつくるために、皆さんと一緒に考えていければと思います。

【問い合わせ先】松江地方法務局益田支局　☎ 22-0429 （平日 8：30 ～ 17：15）

【問い合わせ先】益田市人権センター　☎ 31-0412　  31-0414

○全国共通ナビダイヤル
　みんなの人権 110 番　☎ 0570-003-110 （平日 8：30 ～ 17：15）
　※最寄りの法務局につながります。
○インターネット相談（法務省ホームページ）https://www.jinken.go.jp

日　時： 12月21日㈯   13：30 ～ 15：30 
場　所： 益田市人権センター
講　師： 吉岡 綾 さん（部落解放同盟福岡市協議会青年部）

夢ひきよせる！人権・同和教育2024

～差別を許さない生き方を選ぶことができるように～

「今ここにある部落差別」

令和 6年度法務省委託地域人権啓発活動活性化事業
浜田・益田・川本地域ネットワーク協議会

参加無料・申込
不要
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